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（５）サービス管理責任者等の研修及び経過措置について（共通）

３．留意事項
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（５）サービス管理責任者等の研修及び経過措置について（共通）

３．留意事項
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（５）サービス管理責任者等の研修及び経過措置について（共通）

３．留意事項
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（５）サービス管理責任者等の研修及び経過措置について（共通）

３．留意事項
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（５）サービス管理責任者等の研修及び経過措置について（共通）

３．留意事項
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（５）サービス管理責任者等の研修及び経過措置について（共通）

３．留意事項
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（５）サービス管理責任者等の研修及び経過措置について（共通）

３．留意事項
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（５）サービス管理責任者等の研修及び経過措置について（共通）

３．留意事項
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（５）サービス管理責任者等の研修及び経過措置について（共通）

３．留意事項
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（５）サービス管理責任者等の研修及び経過措置について（共通）

３．留意事項
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（５）サービス管理責任者等の研修及び経過措置について（共通）

３．留意事項
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（５）サービス管理責任者等の研修及び経過措置について（共通）

３．留意事項
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（５）サービス管理責任者等の研修及び経過措置について（共通）

３．留意事項
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（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項

① 障害福祉サービス等情報公表制度の概要
利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上
に資することを目的として、平成28年５月に成立した改正障害者総合支援法及び児童福祉法に
おいて、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めると
ともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みを創設し、平成30年４月に施行。

② 報告・公表方法
八戸市への報告：毎年、障害福祉サービス等情報公表システム（ＷＡＭ ＮＥＴ）の入力を

もって、これに代える。
基準日 令和８年４月１日
報告期限 令和８年７月31日（新規指定の場合、指定を受けた日から１か月以内。）

③ 公表
入力内容に不足等がなければ、八戸市が承認を行い公表となる。



Hachinohe City 77

（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項

④ 情報公表未報告減算について
利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観
点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告の事業所は「情報公表未報告減算」の
対象となる。
サービス毎の減算割合：所定単位数の10％
療養介護、施設入所支援（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含
む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練

サービス毎の減算割合：所定単位数の５％
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生
活介護、自立生活援助、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く。）、就労移行支援、就労継続
支援、就労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障
害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所
等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービスを除く。）

⑤ 指定更新について
指定障害福祉サービス事業者等の指定更新に係る申請の際に、情報公表に係る報告がされ
ていない場合は指定更新できない場合があるため、留意すること。
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（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項

⑥ 経営情報の見える化への対応について（R7.8.4厚生労働省資料から抜粋）
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（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項

⑥ 経営情報の見える化への対応について（R7.8.4厚生労働省資料から抜粋）
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（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項

⑥ 経営情報の見える化への対応について（R7.8.4厚生労働省資料から抜粋）
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（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項

⑥ 経営情報の見える化への対応について（R7.8.4厚生労働省資料から抜粋）
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（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項

⑥ 経営情報の見える化への対応について（R7.8.4厚生労働省資料から抜粋）
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（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項

⑥ 経営情報の見える化への対応について（R7.8.4厚生労働省資料から抜粋）
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（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項

⑥ 経営情報の見える化への対応について（R7.8.4厚生労働省資料から抜粋）
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（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項

⑥ 経営情報の見える化への対応について（R7.8.4厚生労働省資料から抜粋）
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（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項

⑥ 経営情報の見える化への対応について（R7.8.4厚生労働省資料から抜粋）
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（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項

⑥ 経営情報の見える化への対応について（R7.8.4厚生労働省資料から抜粋）
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（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項

⑥ 経営情報の見える化への対応について（R7.8.4厚生労働省資料から抜粋）
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（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項

⑥ 経営情報の見える化への対応について（R7.8.4厚生労働省資料から抜粋）
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（６）障害福祉サービス等情報公表制度について（共通）

３．留意事項
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（７）災害時情報共有システムについて（共通）

３．留意事項

① 災害時情報共有システムの概要

災害が発生すると、災害の規模等から必要に応じ国（厚生労働省）から被災状況の報告を求
められる。

障害者支援施設等災害時情報共有システム（以下、「災害時情報共有システム」という。）は、
全ての障害福祉サービス事業所等（以下、「施設等」という。）の被災状況を、施設等と国（厚
生労働省）、自治体間で情報共有するためのシステム。

施設等の被災状況等を国、自治体が迅速に把握・共有し、被災した施設等への迅速かつ適切
な支援につなげることを目的として整備され、令和３年度から運用開始。

災害時情報共有システムは障害福祉サービス等情報公表システム（ＷＡＭ ＮＥＴ）に登録さ
れている施設等が対象。
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（７）災害時情報共有システムについて（共通）

３．留意事項

② 災害発生時の被災状況把握の流れ

１ 災害情報の登録（国）

２ 災害発生の連絡メール（国→市）

３ 被災状況の報告依頼メール（市→施設等）
障害福祉サービス等情報公表システム（ＷＡＭ ＮＥＴ）に登録されている事業所情報
における『システムからの連絡用メールアドレス』、及び災害時情報共有システムに登録され
ている施設情報における『災害時緊急連絡先メールアドレス』宛てに、被災状況の報告依
頼メールを送信。

４ 被災状況の報告（施設等）
当該報告依頼メールに記載されたアクセスＵＲＬをクリックし、被災状況を入力。

５ 被災状況の報告内容の確認（国・県・市）

６ 被災状況の報告の受付終了（国）
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（７）災害時情報共有システムについて（共通）

３．留意事項
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（８）利用者負担額上限額管理について（共通）

３．留意事項

複数事業所を利用する利用者に係る上限額管理について、事業所間で請求のタイミングを合わ
せて行う必要があるが、それぞれが異なる月に請求することで、請求エラーにつながっている。基本は
利用月の翌月10日までに請求することとし、間に合わない場合は、事業所間で調整すること。

（９）常勤換算方法の取扱いについて（共通）

常勤換算方法の取扱いについて、人員配置基準や各種加算の算定要件等の審査において、当
市では、１か月の勤務時間による審査を基本としているが、例えば、運営指導における加算の算定
要件の審査において、１か月の勤務時間が加算の要件を満たすことができない場合については、当
該月の属する週（当該週の日曜日から起算）の勤務時間による審査を行い、週単位で適否を判
断している。
また、非常勤職員の常勤換算は、当該月の常勤職員のうち最も勤務時間の多い時間数を「常勤
換算1.0」とし、算出している。（小数点以下第２位を切り捨て）

従業者 雇用形態 週の勤務時間 月の勤務時間 常勤換算

生活支援員A 常勤 40時間 160時間 1.0

生活支援員B 常勤 40時間 168時間 1.0

生活支援員C 非常勤 38時間 152時間 0.9

非常勤職員の常勤換算：152時間÷168時間＝0.904・・・ ⇒0.9
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（10）個別支援計画作成時における利用者等への説明及び同意について（共通）

３．留意事項

○ 個別支援計画作成時における利用者等への説明及び同意について、当市では、指定障害福祉サービス（障
害者）及び指定障害児通所支援（障害児）共通の運用として、計画原案を利用者等へ説明し同意を得ると
ともに、計画成案についても同様に説明及び同意を得ることとしている。
○ 一方、指定障害福祉サービス事業者等から、計画原案と計画成案の両方に利用者等への説明及び同意
が必要であることに疑問視する声が寄せられていることから、令和８年３月、国（厚生労働省、こども家庭庁）
に対し、今後の運用について相談の申し入れを行った。
【相談概要】 事業所等の業務負担軽減のため、利用者等への説明は、計画原案（修正等があった場合は計

画修正案）に対して行うこととし、利用者等からの同意（署名等）は、計画成案のみに求める運
用とすることの是非。

○ 現時点において、国から返答が得られていないため、国の見解が示され、運用を整理でき次第、改めて周知す
ることとしたい。

基準省令 解釈通知

指定障害福祉サービス
（障害者）

サービス管理責任者は、第5項に規定する療

養介護計画の原案の内容について利用者又
はその家族に対して説明し、文書により利用者
の同意を得なければならない。

イ 療養介護計画の原案の説明・同意

当該療養介護計画の原案の内容について、
利用者及びその家族に対して説明し、文書に
より当該利用者の同意を得ること。

指定障害児通所支援
（障害児）

児童発達支援管理責任者は、児童発達支援
計画の作成に当たっては、通所給付決定保護
者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画
について説明し、文書によりその同意を得なけ
ればならない。

イ 児童発達支援計画の原案の説明・同意

児童発達支援計画の作成にあたっては、通
所給付決定保護者及び障害児に対し説明し、
文書によりその同意を得ること。

参考（国の規定等）

【調査中の事案】
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（11）利用定員を超えて受け入れる場合の取扱いについて（共通）

３．留意事項

【現行の取扱い】

○ 基準省令に基づき、原則として、利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならない。
（一定の範囲を超えた定員超過利用については、報酬告示等に基づき、定員超過利用減算の対象となる。）

○ 災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、市（指定権者）の承認を得たうえで、利用定員の枠
外での受け入れが可能。

当市では、「やむを得ない事情」での受け入れについて、市内の当該サービス事業所が全て利用定員に達して
いる場合などを主な条件としている。

【調査中の事案】

【調査中の事項】

○ 「やむを得ない事情」での受け入れに関する当市の取扱い（市内の当該サービス事業所が全て利用定員に
達している場合などが主な条件）について、現在、地域の実情を踏まえて、より柔軟な対応ができないか、国の
見解や他の自治体の運用を参考しながら調査中。
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（12）地域連携推進会議について（障害者支援施設、共同生活援助）

３．留意事項

○ 障害者支援施設及び共同生活援助事業所は、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議（利用者、利
用者家族、地域の関係者、福祉に知見のある者、経営に知見のある者、施設等所在地の市町村担当者によ
り構成される協議会）を開催し、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会
を設け、その内容を記録し、公表すること。

○ 地域連携推進会議の構成員には、利用者、利用者家族、地域の関係者を必ず選出すること。

○ おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議の構成員が施設や事業所を見学する機会を設けること。

○ 地域連携推進会議の構成員として市担当者を選出する場合は、事前に、障がい福祉課自立支援グループ
（℡：0178-43-9343）へ連絡すること。また、会議開催日の１か月前までに書面（FAX、E-mail可）
により出席依頼すること。

【令和７年度～義務化】
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（13）地域移行等意向確認担当者の選任等について（障害者支援施設）

３．留意事項

○ 障害者支援施設は、地域移行等意向確認等（利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、利用者の
当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該
指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認)を適切
に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任する
こと。

【～令和７年度努力義務、令和８年度～義務化】

（14）障害者支援施設における生活介護の報酬区分について（障害者支援施設）

生活介護サービス費（障害者支援施設）

事 例
・障害者支援施設等が昼間実施サービスとして行う指定生活介護において、施設入所者については、
８時間以上９時間未満の所要時間の基本報酬は算定できないとされているが、算定している施設等
が散見される。

留意事項

【留意事項通知での取扱い】

・国の留意事項通知において、指定障害者支援施設等が昼間実施サービスとして行う指定生活介護
において、施設入所者については、８時間以上９時間未満の所要時間の基本報酬は算定できない、
（指定生活介護のみの利用者については、生活介護計画に位置付けた標準的な時間に応じて報酬
を算定することができる。）とされているため、留意すること。
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（15）世話人の配置について（共同生活援助）

３．留意事項

○ 報酬告示上、共同生活援助の基本報酬は、共同生活援助事業所において指定共同生活援助を行った場合
に算定できるものであり、指定基準上、指定共同生活援助とは、利用者に対し共同生活住居において相談、入
浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行うものである。

○ そのため、世話人が全く配置されていない日については、実質的に指定共同生活援助が提供されていないと判
断せざるを得ないため、報酬算定は行わないこと。

（16）人員に関する基準の取扱いについて（障害児通所支援）

人員に関する基準の取扱い 当該取扱いの理由

令和７年度以前
（～R8.3.31）

事業所の営業時間帯を通じ
て、基準上必要な人員を配
置。

国の旧通知等により、営業時間とは、事業所に職
員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている
時間である旨の記載があったため。

令和８年度以降
（R8.4.1～）

サービスの提供を行う時間
帯を通じて、基準上必要な
人員を配置。

令和８年１月、こども家庭庁からの聞き取りによ
り、営業時間に配置していなくともサービス提供
時間帯に配置していれば足りる、との見解を得た
ため。
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（17）児童指導員任用資格者の要件について（障害児通所支援）

３．留意事項

○ 児童指導員任用資格者の要件について、当市では、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23
年12月29日厚生省令第63号)」第43条で定める者のうち第１号から第９号までに定める者を児童指導員
任用資格者として認めている（第10号は認めていない）ため、留意すること。
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（１）障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業について（青森県健康医療福祉部障がい福祉課）

４．周知事項
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（１）障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業について（青森県健康医療福祉部障がい福祉課）

４．周知事項
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（１）障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業について（青森県健康医療福祉部障がい福祉課）

４．周知事項
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（２）女性活躍推進事業について（八戸市総合政策部市民連携推進課）

４．周知事項
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（３）南郷歴史民俗資料館について（八戸市南郷歴史民俗資料館）

４．周知事項
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（３）南郷歴史民俗資料館について（八戸市南郷歴史民俗資料館）

４．周知事項
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（３）南郷歴史民俗資料館について（八戸市南郷歴史民俗資料館）

４．周知事項
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（３）南郷歴史民俗資料館について（八戸市南郷歴史民俗資料館）

４．周知事項
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（４）八戸市立図書館障がい者等配送貸出サービスについて（八戸市立図書館）

４．周知事項


